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最
後
に

　

河
野
家
の
過
去
帳
か
ら
ル
ー
ツ
を
調
べ
た
い
と
思
い
、
家
系
ル
ー
ツ
の
調
査
会
社
、
N
H
K
総
合
テ
レ
ビ
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
」

で
お
な
じ
み
の
、
二
〇
一
二
年
か
ら
レ
ギ
ュ
ラ
ー
番
組
以
後
、
多
く
の
著
名
人
の
家
系
図
を
作
成
す
る
専
門
会
社
。
株
式
会
社
ト
ラ
デ
ィ
シ
ョ

ン
・
ブ
ル
ー
の
秦
様
に
依
頼
す
る
。
過
去
帳
二
冊
を
提
出
し
、
で
き
れ
ば
河
野
家
の
ル
ー
ツ
と
思
わ
れ
る
愛
媛
県
（
伊
予
）
ま
で
遡
っ
て
く
だ

さ
い
と
依
頼
す
る
。

　

二
冊
の
う
ち
古
い
年
代
の
過
去
帳
か
ら
一
ペ
ー
ジ
に
あ
る
戒
名
。

寛
文
九
巳
酉
年
閏
十
二
月
廿
六
日
、圓
空
院
入
玄
道
融
居
士
、御
初
代
市
左
衛
門
様
、行
年
六
十
七
才
と
あ
る
。
生
誕
が
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）

に
な
る
。
こ
の
年
号
は
二
冊
目
の
過
去
帳
、
阿
波
國
名
東
郡
島
田
村
、
菩
提
寺
、
真
言
宗
、
壽
法
山
光
明
院
本
願
寺
に
現
在
ま
で
の
系
図
は
現

存
す
る
。
こ
の
本
願
寺
系
図
で
一
番
古
い
年
代
は
、
元
禄
十
二
卯
年
、
芳
月
浄
慶
信
士
俗
名
、
伊
右
衛
門
と
あ
り
、
何
歳
で
没
と
は
記
さ
れ
て

な
い
。
こ
の
本
願
寺
は
現
在
も
菩
提
寺
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
河
野
家
の
一
番
古
い
人
物
は
、
過
去
帳
の
御
初
代
市
左
衛
門
様
と
な
る
。

こ
の
時
の
菩
提
寺
は
過
去
帳
に
妙
永
寺
と
あ
る
が
、
島
田
村
の
本
願
寺
以
前
の
菩
提
寺
に
な
る
。
こ
の
妙
永
寺
は
、
お
そ
ら
く
徳
島
市
の
中
心

の
寺
町
に
感
応
山
妙
永
寺
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
妙
永
寺
が
菩
提
寺
で
あ
る
。
近
く
に
河
野
家
の
氏
神
様
と
言
わ
れ
る
大
山
祇
神
社
が
在
る
。

（
写
真
）
こ
の
大
山
祇
神
社
は
愛
媛
県
の
大
三
島
に
大
山
祇
神
社
の
本
社
が
在
り
、
河
野
一
族
が
昔
の
阿
波
藩
以
前
に
持
っ
て
来
た
と
思
う
が

本
社
の
大
三
島
の
大
山
祇
神
社
に
は
資
料
が
残
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
か
も
。
し
か
し
な
が
ら
調
査
会
社
の
秦
様
、
徳
島
寺
町
の
妙
永
寺
に

た
ど
り
着
く
と
、
戦
災
で
寺
全
体
が
焼
失
し
て
、
新
し
く
、
資
料
も
全
焼
し
た
為
こ
こ
で
調
査
が
頓
挫
す
る
。
そ
こ
で
現
在
の
菩
提
寺
、
真
言

宗
、
壽
法
山
光
明
院
本
願
寺
に
て
河
野
家
系
図
を
調
査
作
成
。
二
冊
目
の
年
代
の
新
し
い
過
去
帳
が
そ
れ
で
あ
る
。（
系
図
別
添
付
）

　

過
去
帳
の
年
代
の
古
い
菩
提
寺
が
寺
町
の
資
料
焼
失
の
妙
永
寺
と
な
れ
ば
愛
媛
（
伊
予
）
の
ど
こ
か
ら
来
た
か
、
ど
の
程
度
の
人
物
な
の
か

今
の
と
こ
ろ
判
明
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
の
人
物
「
御
初
代
、
市
左
衛
門
、
戒
名
が
「
圓
空
院
入
玄
道
融
居
士
」
寛
文
九
巳
酉
年
閏
十
二
月
廿

六
日
行
年
六
十
七
才
と
あ
り
、
過
去
帳
に
も
妙
永
寺
と
記
さ
れ
て
い
る
。
の
で
お
そ
ら
く
徳
島
寺
町
の
妙
永
寺
で
あ
ろ
う
。
戒
名
か
ら
人
物
を
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判
断
す
る
に
相
当
位
の
高
い
人
物
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
古
い
方
の
過
去
帳
の
戒
名
は
位
の
高
い
人
物
が
何
代
も
続
い
て
い
る
。
だ
が
文
化
三

年
丙
寅
年
八
月
四
日
、
亮
光
院
勝
賢
日
浄
居
士
、
御
五
代
半
様
、
行
年
四
十
九
才
と
あ
る
人
物
は
寺
の
名
前
が
本
妙
寺
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
寺
は
淡
路
の
洲
本
に
あ
る
。
次
に
記
さ
れ
て
い
る
戒
名
、
文
化
二
乙
丑
年
三
月
十
八
日
、
春
光
院
智
浄
日
完
大
姉
、
右
御
同
人
様
御
室
大
津

伊
之
助
様
御
先
代
縫
殿
助
様
御
女
、
行
年
四
十
五
才
と
あ
る
人
物
も
本
妙
寺
で
あ
る
。
次
の
戒
名
も
文
化
三
丙
寅
年
十
二
月
廿
八
日
、
圓
理
院

真
覺
道
源
居
士
、
御
六
代
亀
蔵
様
行
年
二
十
六
才
と
あ
り
、
こ
の
人
物
は
、
妙
永
寺
と
本
妙
寺
、
二
ヵ
所
に
碑
ア
リ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
一
冊
目
の
古
い
方
の
過
去
帳
の
人
物
は
徳
島
市
寺
町
の
感
応
山
妙
永
寺
が
戦
災
で
焼
失
の
為
頓
挫
す
る
。
し
か
し
、
調
査
会
社
の
秦
様
が

河
野
家
に
関
す
る
資
料
を
何
点
か
調
べ
て
く
れ
た
の
が
あ
る
。
が
資
料
の
中
に
戒
名
と
合
致
す
る
名
前
が
見
当
た
ら
な
い
。

あ
と
が
き

　　

先
祖
の
ル
ー
ツ
が
初
代
市
左
衛
門
、
慶
長
、
一
六
〇
三
年
生
誕
か
ら
河
野
家
の
過
去
帳
に
残
っ
た
事
は
貴
重
な
事
で
あ
る
。
こ
の
令
和
の
後

の
時
代
に
、
古
い
戒
名
や
更
に
遡
っ
た
愛
媛
（
伊
予
）
の
時
代
が
判
明
す
る
可
能
性
が
有
る
も
の
と
思
う
。
今
治
市
風
早
町
か
ら
ど
の
よ
う
に

移
動
し
た
か
、
か
な
り
の
位
の
高
さ
か
ら
大
三
島
の
氏
神
、
大
山
祇
神
社
に
末
社
移
動
記
録
が
な
い
か
、
楽
し
み
が
残
る
。
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追
記

　

初
代
河
野
市
左
衛
門
（
一
六
〇
三
年
誕
生
）
以
前
の
ル
ー
ツ
は
、
菩
提
寺
、

感
応
山
妙
永
寺
が
焼
失（
戦
災
）し
た
為
、記
録
が
途
絶
え
て
こ
れ
以
前
の
ル
ー

ツ
は
判
明
で
き
な
い
。
こ
の
妙
永
寺
の
位
置
は
現
在
の
徳
島
市
寺
町
に
在
る

が
、
一
二
二
一
年
の
昔
は
富
田
荘
と
言
う
地
名
の
よ
う
で
、
眉
山
の
山
沿
い

で
あ
る
。
妙
永
寺
を
中
心
に
一
k
m
位
南
に
河
野
家
の
屋
敷
跡
が
今
現
在
は
、

臨
済
宗
妙
心
寺
派
瑞
巌
寺
（
写
真
）
に
こ
れ
は
、
後
に
蜂
須
賀
家
が
阿
波
藩

を
お
さ
め
る
事
に
な
り
、
河
野
家
は
島
田
村
に
移
転
さ
せ
ら
れ
、
こ
の
瑞
巌

寺
に
な
っ
た
と
の
こ
と
。
反
対
側
一
k
m
位
北
に
河
野
家
が
伊
予
の
大
三
島

の
大
山
祇
神
社
と
三
島
神
社
を
分
社
と
し
て
現
存
す
る
。（
配
置
図
）
こ
の

三
島
神
社
の
境
内
に
三
島
神
社
の
狛
犬
の
碑
が
あ
る
。
そ
の
記
に
一
二
二
一

年
に
承
久
の
乱
で
功
績
の
あ
っ
た
伊
予
の
河
野
通
久
が
富
田
荘
の
地
頭
に
任

じ
ら
れ
た
際
に
今
治
市
の
三
島
大
明
神
（
大
山
祇
神
社
）
を
分
記
し
た
と
あ

る
。
更
に
一
二
八
一
年
の
蒙
古
襲
来
二
回
目
、
弘
安
の
役
の
時
、
博
多
へ
の

上
陸
を
阻
止
し
た
功
績
の
あ
る
伊
予
の
御
家
人
河
野
通
有
が
有
名
で
あ
る
。

一
二
二
一
年
の
阿
波
の
地
頭
通
久
と
一
二
八
一
年
の
伊
予
の
後
家
人
通
有
は

直
系
の
一
族
と
思
わ
れ
る
。
一
二
二
一
年
の
通
久
と
一
二
八
一
年
の
通
有
と

一
六
〇
三
年
の
我
が
過
去
帳
の
初
代
市
左
衛
門
が
立
地
は
同
じ
と
予
測
で
き

る
が
菩
提
寺
が
同
一
な
ら
ば
、
直
系
と
推
測
さ
れ
る
が
残
念
な
が
ら
戦
災
で

焼
失
し
記
録
は
な
い
。
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資
料
添
付
順

　
　

一
、
大
山
祇
神
社
の
写
真
（
三
島
神
社
）

　
　

二
、
徳
島
県
史
料　

第
二
巻
阿
府
志　

徳
島
県
史
編
纂
委
員
会
昭
和
四
十
二
年
（
宝
暦
か
ら
天
明
年
間
）

　
　

三
、
雑
誌
「
最
強
の
水
軍
三
島
村
上
」

　
　

四
、
寺
町
の
妙
永
寺
周
辺
の
配
置
図

　
　

五
、
加
茂
名
小
学
校
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一

大 山 祇 神 社 （ 三 島 神 社 ）
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二
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三
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四
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五
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河
野
家
の
過
去
帳
か
ら

徳
島
市
第
一
巻
総
説
編
、
徳
島
市
史
編
さ
ん
室

　

昭
和
四
十
八
年
十
月
、
資
料
か
ら
六
阿
波
武
士
団
の
成
立
、
源
平
の
合
戦
に
一
一
八
五
年
文
治
元
年
平
家
譜
代
の
家
臣
田
口
成
良
に
よ
り
、

源
氏
に
味
方
す
る
。
伊
予
河
野
氏
を
倒
し
た
と
あ
り
河
野
家
が
初
め
て
記
録
さ
れ
る
。
そ
の
後
一
二
二
一
年
承
久
の
変
の
後
鎌
倉
方
と
し
て
功

績
の
あ
っ
た
伊
予
の
河
野
通
久
は
阿
波
富
田
壮
の
新
補
地
頭
と
な
る
が
、
伊
予
の
土
地
と
交
換
し
て
帰
る
。
そ
の
後
一
二
七
二
年
文
永
九
年
に

河
野
通
純
が
、
再
び
富
田
荘
の
地
頭
と
な
っ
て
こ
れ
か
ら
六
十
五
年
間
、
短
い
期
間
で
あ
る
が
、
河
野
通
純
時
代
の
遺
物
や
遺
跡
を
残
し
て
い

る
。
徳
島
市
の
中
心
に
近
い
寺
町
に
河
野
家
の
氏
神
大
山
祇
神
社
の
隣
に
分
霊
を
ま
つ
っ
た
の
が
三
島
神
社
が
あ
る
。
こ
の
寺
町
に
我
が
過
去

帳
の
古
い
方
に
御
初
代
市
左
衛
門
な
る
戒
名
、
圓
空
院
入
玄
道
融
居
士
、
一
六
六
九
年
寛
文
九
巳
酉
年
閏
十
二
月
廿
六
日
没
、
行
年
六
十
七
才

が
日
蓮
宗
妙
永
寺
が
在
る
。
こ
の
時
代
以
後
は
菩
提
寺
に
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
戦
災
で
焼
滅
し
て
、
記
録
が
残
さ
れ
て
無
し
、
戒
名
か
ら
察

す
る
と
、
古
い
過
去
帳
の
最
後
の
戒
名
は
、
文
化
三
丙
寅
年
十
二
月
廿
八
日
没
、
圓
理
院
真
覺
道
源
居
士
、
御
六
代
亀
蔵
様
行
年
二
十
六
才
と

あ
る
。
妙
永
寺
、
本
妙
寺
は
淡
路
の
洲
本
に
移
転
し
た
と
在
る
。
こ
の
後
の
菩
提
寺
は
、
島
田
村
の
本
願
寺
に
移
っ
て
い
る
。
こ
の
過
去
帳
で

一
番
古
い
名
前
河
野
伊
右
衛
門
、
戒
名
芳
月
浄
慶
信
士
、
元
禄
十
二
年
十
月
二
日
没
と
あ
る
。
伊
右
衛
門
の
妻
、
戒
名
候
冷
妙
需
信
女
と
あ
り
、

本
願
寺
の
最
初
の
名
前
か
ら
現
在
ま
で
の
家
系
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
過
去
帳
の
中
で
特
筆
す
べ
き
は
、
第
二
章
、
近
代
の
教
育
に
、
現
在

の
徳
島
市
庄
町
五
丁
目
十
九
番
地
に
位
置
す
る
加
茂
名
小
学
校
を
、
河
野
道
次
郎
が
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
三
月
六
日
河
野
道
次
郎
方
に
設

立
さ
れ
た
私
立
時
中
小
学
校
で
あ
る
。
校
主
は
河
野
道
次
郎
で
あ
っ
た
。
道
次
郎
の
戒
名
は
、明
治
三
十
二
年
八
月
二
十
五
日
蔦
七
月
二
十
日
。

精
雲
院
弘
徳
徹
翁
居
士
、
河
野
道
次
郎
直
良
号
友
竹
享
年
八
十
二
才
と
あ
る
。
自
分
の
曾
祖
父
に
な
る
。
こ
の
加
茂
名
小
学
校
へ
我
等
兄
弟
四

人
も
卒
業
す
る
。
自
分
は
昭
和
二
十
五
年
か
ら
六
年
間
通
学
す
る
。

　

過
去
帳
の
古
い
の
が
妙
永
寺
、
御
初
代
市
左
衛
門
行
年
六
十
七
才
で
寛
文
九
巳
酉
年
（
一
六
七
〇
）、
新
し
い
本
願
寺
過
去
帳
の
伊
右
衛
門

が
元
禄
十
二
年
（
一
七
〇
〇
年
）
十
月
二
日
没
と
あ
る
。
古
い
過
去
帳
と
新
し
い
過
去
帳
の
は
じ
ま
り
が
三
十
年
の
差
し
か
な
く
、
古
い
過
去



- 102 -

帳
の
最
後
の
人
物
は
文
化
三
年
（
一
八
〇
七
）
ま
で
重
複
す
る
。
菩
提
寺
が
二
ヶ
所
に
な
っ
て
い
る
。
古
い
過
去
帳
の
戒
名
は
、
領
主
様
か
地

頭
ク
ラ
ス
の
人
物
と
思
わ
れ
る
。
現
在
の
妙
永
寺
の
住
職
様
が
い
う
に
は
当
時
は
普
通
の
人
物
の
戒
名
は
四
文
字
か
二
文
字
位
と
の
事
な
の
で

立
派
な
人
物
と
思
わ
れ
る
と
の
事
。
詳
し
く
は
こ
れ
以
上
今
の
所
判
明
し
な
い
が
、
今
後
愛
媛
県
今
治
の
大
山
祇
神
社
に
資
料
が
残
っ
て
い
て

人
物
が
合
致
す
れ
ば
と
期
待
す
る
。




